
（審査委員会）

　 　（ＣＦ実施期間中随時発送） 　　　 　（年度末までに実績報告）

補助金の額は、「寄附金の6割」を交付します。ただし「補助対象経費の額」を超えないものとします。

寄附金の募集は、目標金額に到達したら停止します。

《寄付金の状況により補助額は変動》

　　パターン①　寄附金が目標額に到達した場合　⇒（寄附金の6割＝補助対象経費）

　　パターン②　寄附金が目標額に到達しなかった場合　⇒　寄附金の6割

今治市クラウドファンディング活用事業創出支援事業

　支所地域の振興及び活性化に資する新規事業及び特産品創出に要する経費に対して、ふるさと納税制度を組み入れた寄

附型クラウドファンディングを活用し、集まった寄附金の一部を補助金として交付します。

　具体的には、この事業を活用し資金調達をしたい方が事業に応募し、採択された事業について、今治市がふるさと納税

ポータルサイトに掲載し寄附型クラウドファンディングによる寄附を募集します。事業に賛同、共感していただける方か

ら集まった寄附金の一部を補助金として交付するものです。

例：補助対象経費（目標とする補助金）を、200万円と設定した場合、寄附金の目標額は334万円(200万円/0.6)となりま

す。

総事業費のうち目標(必要)とする補助金の額を算定してください。補助金の額が決まれば寄付金の目標

額が定まります。ただし、寄付金を募集する上では目的や事業構想を明確にする必要があります。

　　（原則90日間）

※ＣＦ＝クラウドファンディング　

（ＣＦ終了後、補助金の額

が確定）

寄附金の6割が、補助金の額となります。ただし

「補助対象経費の額」を超えないものとしま

す。寄附金の3割を、ふるさと納税に対する返礼

品代とし、残りは、ふるさと納税サイト利用料

等の経費とします。
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＜寄附金＞
「補助対象経費を200万円と設定した場合」

補助金（60％） 返礼品代（30％） その他

補助金の額

寄附金の使途のイメージ
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補助金（60％） 返礼品代（30％） その他

事業の流れ

応募 審査 採択 寄附金募集（ＣＦ実施）

事業開始 事業完了返礼品送付

事業の概要
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Ｑ：補助金の額はいくらになりますか？

Ｑ：補助対象経費とはなんですか？

Ａ：補助金の交付の対象となる経費です。

　（不動産の取得又は改修、研究開発、設備の購入、広告等に要する経費）

Ｑ：補助対象外経費には何がありますか？

Ｑ：寄附金の残金（10分の4）は何に使われますか？

Ｑ：どの程度の事業規模から応募できますか？

Ａ：寄附金の目標設定額の下限が100万円となっています。

Ｑ：いつから事業を着手できますか？

Ｑ：補助事業が完了する前に、補助金の一部を概算払請求できますか？

Ｑ：事業はいつまでに完了する必要がありますか？

Ａ：単年度での事業完了となります。事業年度の3月31日までに実績報告をお願いします。

　　事業完了期間延長の場合は、ご相談ください。

Ｑ：事業を中止又は廃止する事はできますか？

Ａ：事業内容に賛同していただい方の寄附金により補助金を交付しています。

　　基本的には、事業実施でお願いします。（寄付金の額が目標額に到達したなかった場合でも）

　　また、補助金額の確定通知があった日から起算して5年以上事業の継続をお願いします。

Ｑ：事業費の資金調達方法について証明書類の提出は必要ですか？

Ａ：申請時には、自己資金、借入、他の補助金等を含めた資金計画を事業計画書に記載してください。

　　なお、事業の実現性を確認するため、必要に応じて資金計画の根拠資料、または金融機関からの

　　借入の内容が確認できる書類等の提出をお願いする場合があります。

Ｑ：応募するにはどのようにすればよいですか？

Ａ：必ず事前にご相談ください。

　　補助金の額が寄附金の6割となっていますので、補助対象経費が60万円以上の事業を想定しています。

Ａ：クラウドファンディングによる寄附の募集期間内でも、市長の承認を受けて事業に着手する事ができます。

Ａ：事業着手の承認を受けた場合は、100万円を上限として概算払の請求ができます。

Ａ：寄附金の10分の3は、ふるさと納税に対する返礼品代として、10分の1は、ふるさと納税サイトの利用料等になりま

　　す。

Ａ：寄附金の10分の6の額を交付します。ただし、補助対象経費の範囲を超えないものとします。

　　主には、総事業費から、補助金の交付対象外となる経費を除いた金額になります。

Ａ：飲食費や事業に関係の無い設備の購入等が想定されます。

Ｑ＆Ａ

「島しょ部」

〒794-2302 今治市伯方町叶浦甲1668番地30

今治市役所 地域振興部 しまなみ振興局

しまなみ振興課（地域振興担当）

ＴＥＬ（0897）72 - 8772

事業に関する問い合わせ先

「陸地部」

〒794-8511 今治市別宮町１丁目４番地１

今治市役所 地域振興部 地域政策局

地域振興課（地域振興担当）

ＴＥＬ（0898）36 - 1514
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